
２０２２年６月 

１．前払金保証取扱から見た長野県内の公共工事動向 

（２０２２年５月 単月・累計） 

２．中間前金払制度のご案内 

前払金受領後の資金調達手段として、多くの発注者では中間前金払制度を導入しています。 

中間前金払制度は、当初の４割の前払金に加え、さらに２割の工事代金を請求することができる制

度で、保証料率も一律0.065％と大変お安くなっています。是非ご利用ください。 

制度に関する詳細は、別添リーフレットをご覧ください。

３．「契約保証」のご案内 

「契約保証」とは、当社が行う履行保証制度に対応する金銭的な保証で、発注者（県、市町村等）と工

事請負契約締結の際に求められる保証です。 

 詳細は別添リーフレットをご覧ください。 

４．東日本保証がお届けするニュースレター「TOPICS」 

業界の旬な話題を提供する「TOPICS」を発行していますので、是非ご覧ください。

５．電子入札用 ICカード「AOSignサービス」キャンペーンのご案内 

当社の関連会社である日本電子認証（NDN）では電子入札用ICカード（AOSign ｱｵｻｲﾝ）の発

行を行っています。 

詳細は別添リーフレットをご覧ください。 

東日本建設業保証株式会社 長野支店 お客さま相談係 

〒380-8537 長野県長野市南石堂町1230-6 長建ビル４F 

℡：026-226-7520 FAX:0120-027-376 

URL： https://www.ejcs.co.jp/
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制 度 に つ い て

当初の前払金（請負金額４割）に加え、２割の「前払金」を追加して請求できる制度です。

《請求できる要件（以下の要件を満たしていること）》

①工期の１／２を経過していること

②工期の１／２までに実施すべき作業が終了していること

③出来高が１／２以上

《制度を導入している主な発注者》

メ リ ッ ト

１．保証料率は一律０．０６５％！
保証料率は一律０．０６５％と格安です（前払金保証の約１／５）です。

（例）中間前払金1,000万円の場合、保証料は6,500円

２．現金＆一括で払出可能！
中間前払金は入金後すぐに現金で一括払出ができます。

前払金使途内訳明細書の作成は中間前払金額を記入いただくだけで、

証明資料の提示は不要です。

３．出来高検査不要！
中間前払金請求には、部分払のような出来高検査は必要ありません。

書類審査による認定のみで請求できます。

手続きの流れは裏面をご覧ください。

※発注者によって異なる場合があります。

５０音順 ２０２２年４月１日現在
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ご 利 用 の 流 れ

STEP.1 発注者へ認定請求

発注者へ次の書類を提出してください。

・『中間前払金認定請求書』

・『工事履行報告書（中間前払金用）』
※発注者によっては、その他に書類（工事写真等）が必要となる場合があります。

⇒発注者から『中間前払金認定調書』が交付されます
（認定要件を満たしていると認められた場合）

STEP.2 保証会社へ保証申込

当社へ次の書類を提出してください。

・『保証申込書』

・『前払金使途内訳明細書』

・『中間前払金認定調書（写）』

⇒『保証証書（中間前払金用）』、『預託金払出依頼書』を発行いたします。

STEP.3 発注者へ中間前払金請求

発注者へ次の書類を提出してください。

・『保証証書（中間前払金用）』

・『請求書（中間前払金用）』

⇒発注者より中間前払金が振り込まれます。

前払金専用口座から払出

中間前払金専用の『預託金払出依頼書』を金融機関に提出してください。

証明資料の提出は不要です。現金で一括払出できます。

具体的な手続きやご不明点などはお気軽にお問い合わせください。

東日本建設業保証株式会社 長野支店
長野市南石堂町１２３０－６ 長建ビル４Ｆ

Tel：026-226-7520 Fax：0120-027-376（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

振り込まれたら



契約保証料 ＝ （契約保証金額 × 乗数） － 差引金額
（100円未満は切捨）

お見積りも承りますので、お気軽にお問い合わせください。

『契約保証』のご案内
公共工事における履行保証には複数の選択肢がありますが、弊社の『契約保証』
には、次のようなメリットがあります。

例２）請負金額5,500万円（契約保証金額550万円）の場合
保証料は29,700円となります。

例１）請負金額1,100万円（契約保証金額110万円）の場合
保証料は4,900円となります。

契約保証料の速算式

契約保証金額 乗数 差引金額

300万円以下 0.0045 ー

300万円超、1,000万円以下 0.0065 6,000円

1,000万円超、5,000万円以下 0.0068 9,000円

5,000万円超 0.0072 29,000円

・保証金額に変更が無い場合、追加の保証料は発生しません。
・また、長野県をはじめとする県内の多くの地方公共団体では、
保証の変更手続きが不要となっています。

工期延長時の追加保証料が不要

・保証料は保証金額により決まるため、工期の長短に関わらず同一
ですので、工期が長い工事ほど割安になります。

・また、発行手数料等も不要です。

・保証料は以下の速算式で簡単にお求めいただけます。

長期の工事では保証料が割安

Merit

１

Merit

２



工事完成後、必要なお手続きはありません。

当社への保証証書返還も不要です。

審査の上、お申込みいただいたその日のうちに発行 
最短で翌日にはお手元にお届けいたします。
（保証料をお振込みいただく場合は、入金確認後の発行となります。）

また、保証契約日（発行日）の設定が柔軟で、
日付を遡及して発行することも可能です。
特別なご事情がある場合はご相談ください。

発注者へ次の書類をご提出ください。

・『契約保証証書』
・『請負契約書』

発注者とお客さまとの間で請負契約が締結されます。

当社へ次の書類をご提出ください。（NetDeskでも手続き可）

・『前払金保証・契約保証申込書』
・『請負契約の内容が確認できる書類』
（請負契約書（案）（写）、落札者決定通知書（写）等）

なお、前払金保証も同じ申込書で同時にお申込み
いただけます。（※）

ご利用の流れ

具体的な手続きやご不明な点などはお気軽にお問い合わせください。

長野支店
長野市南石堂町1230-6 長建ビル４Ｆ
TEL:026-226-7520 FAX:0120-027-376

※ 契約保証は、前払金保証の特約として位置づけられているため、前払金の支出が
予定されている公共工事が対象となります。
議会の議決が必要な工事等、契約保証お申込みの時点で前払金保証の発行ができない

場合は、後日、前払金保証を発行いたします。

Step 1
保証
申込

Step 2
証書
発行

Step 4
工事
完成

Step 3
契約
締結
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AOSignサービス推薦団体様のご紹介にて、初めてAOSignサービスをご購入いただく企業
様を対象とした特別キャンペーンです。たいへんお得な内容となっておりますので、是非
ご利用ください。

対象者
AOSignサービス推薦団体様のご紹介で
初めて AOSignサービス をご購入いただく企業様 (※1）

対象商品
AOSignサービス電子証明書（ＩＣカード）
有効期間により5種類ございます。

割引額
ＩＣカードを1枚につき最大19,800円割引！ (※2）

詳細は下記の「割引料金表」をご参照ください。

受付期限 令和５年３月３１日まで（必着）

必要書類
・ 電子証明書発行申込書類（添付書類含む）
・「ご紹介キャンペーン」割引券（本紙裏面・コピー可）」 （※3）

注意事項

※1 割引適用は企業単位となります。これまでに企業（個人事業含む）として

AOSignサービスをご購入いただいている場合は、対象外となります。
※2 他のキャンペーンや割引との併用はできません。
※3 割引券が同封されていない場合、割引は致しかねますのでご注意ください。

■お申込時期の目安
ＩＣカードの有効期間はカード発行日から開始されます。そのためカードが必要な
時期の1ヵ月から1ヵ月半前を目安にお申込ください。
有効期間の開始日もしくは発行日の指定はできませんのでご了承ください。

◆◆特別割引の概要◆◆

～初めてお申込みをいただく企業様向け～
AOSignサービス「ご紹介キャンペーン」のご案内

有効期間 通常価格 割引額 割引後の価格

1年+30日 16,500円 ▲7,700円 8,800円
2年+30日 30,800円 ▲11,550円 19,250円
3年+30日 42,900円 ▲12,100円 30,800円
4年+30日 55,000円 ▲14,300円 40,700円
5年（※） 66,000円 ▲19,800円 46,200円

◆◆割引料金表◆◆ （1枚あたりの料金：税込）

アオサイン

※法令上、電子証明書の有効期間は5年を超えないものと定められています 2022.3（S 7･10.5･11･13･18）



ご紹介キャンペーン 割引券

◆◆ご記入ください◆◆

◆◆お問い合わせ先◆◆

URL https://www.ninsho.co.jp/aosign

2022.3（S 7･10.5･11･13･18）

該
当
の
も
の
に
○
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い

◆お客様の主な業種についてお答えください（いずれか一つ）

1.農林水産業 2.建設業（建設・造園・設備・測量・設計・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等）

3.製造業 4.電力・ガス・熱供給業 5.情報通信業 6.運輸・郵便業 7.卸売・小売業

8.金融・保険業 9.不動産業 10.飲食・宿泊業 11.教育・学習支援業 12.医療・福祉

13.廃棄物処理・運搬業 14.ビル管理業（ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ、清掃、警備等）

15.その他 （ ）

◆AOSignサービスの購入を決めた理由は何ですか？（複数回答可）
1.商品ラインナップ 2.顧客対応 3.発行までの期間 4.割引価格

5.同業者・取引先の紹介

6.その他 （ ）

◆AOSignサービスのご利用目的は何ですか？（複数回答可）
1.電子入札（工事・委託） 2.電子入札（物品・役務） 3.電子申請（e-Gov等）

4.電子申告（e-Tax・eLTAX） 5.電子契約

6.その他 （ ）

◆◆アンケートへのご協力をお願いします◆◆

商号・名称
（ゴム印可）

住 所

電話番号

ご紹介団体名 一般社団法人長野県建設業協会

NDN 検索

Eﾒｰﾙ：ホームページの「AOSignサービスのお問い合わせ」から送信してください

ヘルプデスク

FAX 03-5148-5695


